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自動車整備振興会関東ブロック連絡協議会（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山

梨各振興会）では、昭和６１年度より共同広報を実施していますが、平成２１年度は立川志の輔さ

んによる点検整備促進のためのラジオ広報を実施します。 

 本年度のラジオＣＭコピーは５タイプ。「落語のおち篇」「ま、いいか篇」「ドライバーの責任篇」

「不正改造防止篇」「環境保全篇」になります。 

 

立川志の輔さんのラジオＣＭ放送 

 

放送する放送局 

○文化放送：番組提供① ４月～２２年３月 

立川志の輔「志の輔ラジオ落語ＤＥデート」 

    毎週日曜 午前６時～６時４０分 

    番組提供② １０月～１２月 

    スポット  １０月～２１年３月 

○ニッポン放送：番組提供 １０月～１２月 

   スポット ８月～１０月、２１年１月～３月 

○ＴＢＳ：スポット ８月～１１月 

○ＦＭ東京：スポット ８月～１０月 

○Ｊ－ＷＡＶＥ：スポット ９月～１０月 

○ＦＭ横浜、Ｎａｃｋ５、ｂａｙＦＭ、茨城放送、栃木放送、ＦＭ群馬、山梨放送、 

ＦＭ富士：スポット ９月～１１月 

 

１．「落語のおち」篇 

効果音～落語の出囃子～ 

立川  「立川志の輔です。落語におちはつきものですが、車の点検・整備に落ち度があ 

ってはいけません。信頼できる整備工場を選びたいですね。」 

Ｎａ   くるまの点検・整備は、国から認証を受けている整備工場で。 

         黄色い看板が目印です。 

Ｎａ   自動車整備振興会です。 

 

 

２．「ま、いいか」篇 

効果音～落語の出囃子～ 

立川  「立川志の輔です。マイカーを『ま、いいか』ってな調子でほったらかしにし 

ていませんか。きちんとした整備工場で点検・整備をしてやればくるまがブー 

ブー不満をもらすこともなくなるってもんです。」 

Ｎａ  くるまの点検・整備は、国から認証を受けている整備工場で。 

Ｎａ  自動車整備振興会です。 

 

 

 

 

振興会関東ブロック共同広報について 

      

      



 

３．「ドライバーの責任」篇 

立川  「立川志の輔です。ドライバーのみなさん、ハンドルを握っていないときも 

あなたにはドライバーとしての責任があります。点検・整備を心がけること 

もそのひとつ。」 

Ｎａ   くるまの点検・整備は、国から認証を受けている整備工場で。 

    黄色い看板が目印です。 

Ｎａ  自動車整備振興会です。 

 

 

４．「不正改造車防止」篇 

立川  「立川志の輔です。自分のくるまだから好き勝手にしたい。そんな考えの方、 

いませんか？ランプの色を変える。マフラーを取り外す。ちょっとしたことと 

思っていると大きな事故をまねきかねません。」 

Ｎａ   くるまの不正改造は絶対にやめましょう。 

Ｎａ  自動車整備振興会からのお願いです。 

 

 

５．「環境保全」篇 

効果音～鳥たちのさえずりに混じって深呼吸の音～ 

立川  「いつまでも、こうして深呼吸のできるきれいな空気を守りたいですね。」 

Ｎａ   くるまの点検・整備も環境保護のひとつ。 

立川  「ほぉ。」 

Ｎａ  点検・整備をすることで排出ガスをきれいにし、地球環境に貢献できます。 

Ｎａ  自動車整備振興会からのお願いです。 

 

山梨県内の放送局の放送時間帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

山梨放送 ＦＭ富士 山梨放送 ＦＭ富士

１ 火 ７：２０、８：４５ ８：２５ １６ 水 ７：５５ ７：２５

２ 水 ７：４０ ７：２５、８：４５ １７ 木 ７：３０、８：４５ ８：２８

３ 木 ８：１５ ８：２８ １８ 金 ７：２０ ８：４５

４ 金 ７：１５、８：５０ ７：２５ １９ 土

５ 土 ２０ 日

６ 日 ２１ 月 ７：５０ ７：２５、８：４５

７ 月 ７：５５ ７：２５、８：４５ ２２ 火 ８：１５ ７：３５

８ 火 ７：３０、８：４５ ７：２５ ２３ 水 ８：１５ ７：２５、８：２８

９ 水 ８：３０ ８：４５ ２４ 木 ７：１５、８：５０ ７：２５

１０ 木 ８：００ ７：２５、８：４５ ２５ 金 ７：５０ ７：２５、８：４５

１１ 金 ７：１５、８：４５ ８：２８ ２６ 土

１２ 土 ２７ 日

１３ 日 ２８ 月 ８：４５ ７：２５

１４ 月 ８：１５ ８：４５ ２９ 火 ７：３０、８：５０ ７：２５、８：２８

１５ 火 ７：４０、８：３０ ８：２５、８：２８ ３０ 水 ７：１５ ７：２５

２１年９月 ２１年９月



 

 

 

 使用済自動車の「引取業者」と「フロン類回収業者」については、平成１７年１月から「使用済

自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が施行されたことに伴い、同法律に基

づく県知事の登録が必要となりました。 

 登録については、５年ごとにその更新を受けなければ登録期間（５年）の経過により失効するこ

ととなりますので、引き続き登録を継続するためには、登録期間満了日（登録日から５年目に当た

る日の前日）までに、下記により登録の更新を行って下さい。また、更新を過ぎた事業所、新規で

認証を取得された事業所や変更を必要とする事業所（代表者変更、法人化、移転）の皆様も随時受

付をいたしますので、振興会窓口までご相談下さい。 

 

１．受付場所・提出期限 

振興会指導課 振興会提出期限 平成２１年８月２８日（金） 

もしくは 

お近くの県林務環境事務所 各県林務環境事務所提出期限 各事業所更新日 

 

２．引取業者 

【必要書類】 

① 申請書 

② 誓約書 

③ 住民票(個人) 本籍の記載があるもの、各項目省略がないもの 

登記簿謄本(法人) 〔発行日より１ヶ月以内〕 

④ 整備士合格証書の写し 

⑤ 更新手数料３，０００円（山梨県収入印紙代） 

 

３．フロン類回収業者 

【必要書類】 

① 申請書 

② 誓約書 

③ 住民票(個人) 本籍の記載があるもの、各項目省略がないもの 

登記簿謄本(法人) 〔発行日より１ヶ月以内〕 

④ 整備士の合格証書の写し 

⑤ 更新手数料３，０００円（山梨県収入印紙代） 

⑥ フロン回収設備の所有権を有することを証する書面 

所有している場合：購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のいずれかの写し 

もしくは、回収機の写真（２～３枚回収機本体の全体写真と型番（プ

レートに刻印）等の写真） 

所有していない場合：借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のいずれかの写し 

⑦ フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を証明する書類 

  取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し 

    もしくは、回収機の写真（２～３枚回収機本体の全体写真と型番（プレートに刻印）等の

写真） 

 

 

引取業、フロン回収業者の登録の更新について 

（自動車リサイクル関係） 

振興会指導・教育部門窓口にあります。振興会ホームページの会員ペ

ージからもダウンロードできます。 

振興会指導・教育部門窓口にあります。振興会ホームページの会員ペ

ージからもダウンロードできます。 



 

４．県林務環境事務所 申請受付窓口 

林務環境事務所 住所・電話番号 管轄する地域 

中北林務環境事務所 

〒４０７－００２４ 

韮崎市本町４丁目２－４ 

北巨摩合同庁舎４階 

℡０５５１－２３－３０９０ 

甲府市、韮崎市、南アルプス市、

北杜市、甲斐市、中央市及び 

昭和町 

峡東林務環境事務所 

〒４０４－８６０１ 

甲州市塩山上塩後１２３９－１

東山梨合同庁舎３階 

℡０５５３－２０－２７３９ 

山梨市、笛吹市及び甲州市 

峡南林務環境事務所 

〒４０９－３６０６ 

市川三郷町高田１１１－１ 

西八代合同庁舎２階 

℡０５５－２４０－４１４１ 

市川三郷町、増穂町、鰍沢町、

早川町、身延町及び南部町 

富士・東部 

林務環境事務所 

〒４０２－００５４ 

都留市田原３丁目３－３ 

南都留合同庁舎２階 

℡０５５４－４５－７８１１ 

富士吉田市、都留市、大月市、

上野原市、道志村、西桂町、忍

野村、山中湖村、鳴沢村、富士

河口湖町、小菅村及び丹波山村

 

 

 

 

 

自動車検査独立行政法人（以下「検査法人」という）では、「シャインフラッシャー（追突防止ラ

イト）」と呼称されている装置（自動車の後部に取り付けるもので、夜間の駐車中にのみ、後方から

接近する自動車に青色点滅光を発し注意を促すもの）の検査方法が不明確であったため、その検査方

法を定め平成２１年８月１日から運用することとし、追突防止ライトが装着された車両の継続検査等

において当該検査方法により検査した結果、不適合（５－８２その他の灯火等の制限に抵触）と判定

された場合は継続検査不合格となります。 

また、検査にて不適合と判定された場合は、当該装置の製作者である株式会社小林総研が作成した

改善方法〈別紙３〉について検査法人より受検者に渡されます。 

このため検査法人が定めた検査方法等について国土交通省より、日整連を通じて当会へ別添の通達が

ありましたのでお知らせします。 

つきましては、追突防止ライトが装着された車両においては、当該検査を実施し、適合しているこ

とを確認するとともに、不適合だった場合は、株式会社小林総研〈別紙３〉に連絡してください。 

なお、製作メーカーおよび装置が限定されているため、当該検査方法は審査事務規程には追加され

ません。 

 

◎ 追突防止ライトとは 

  ・当該灯火は、トラック等の後部に取り付けるもので、夜間の駐車中にのみ、後方から接近する自

動車に点滅光を発し、注意を促すものとして、次のような特徴がある。 

  ・写真Ａに掲げる灯火（センサーユニットとマーカーランプの一体もの）１個型のもの、又はこれ

に加えて写真Ｂに掲げる灯火（マーカーランプのみ）と構成される２個型のものがあり、寸法は、

図１に示すとおりである。 

 

追突防止ライトの取扱いについて 



  ・当該灯火は、イグニッションキーが「ＯＦＦ」であって駐車ブレーキが作動している場合に限り、

作動する構造である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎追突防止ライトの検査方法について 

                          ・不点灯確認検査として、自動車の駐車ブレ 

ーキをＯＮ（作動）、イグニッションキー 

をＯＮ（この場合において、エンジンは回 

転させないものとする）の状態とする。 

・光センサ部に、懐中電灯等により光を当て

たり、離したりを１～２回繰り返すものと

する。 

・以上の方法により、当該灯光が作動しない

ものは、運行中に作勤するものではないも

のと判断する。（点灯する場合は不適合） 

 

 

◎点検確認検査 

・点灯確認検査として、自動車の駐車ブレー

キをＯＮ（作動）、イグニッションキーを

ＯＦＦの状態とし３０秒以上経過させる

ものとする。 

・検査場の周囲が明るい場合、光センサ部を

手で覆ったり、離したりを１～２回繰り返

すものとする。 

・検査場の周囲が暗い場合、懐中電灯等で光

センサ部を照らし続けた後、光センサ部を

手で覆ったり、離したりを１～２回繰り返

すものとする。 

・以上の方法により、作動しない場合は、不

点灯状態にある灯火であると判断する。

（不点灯の場合は不適合） 

 

※上記確認検査で１及び２に適合する必要があります。 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

７月１１日大分県において、大型バスが横転し１人が死亡、４２人が重軽傷を負う事故が発生

しましたが、横転したバスについては、本来、全座席にシートベルトを設置する義務があるにも

関わらず、運転席以外の座席にシートベルトが設置されておらず、保安基準不適合状態でした。 

 今般、本件に関連して、国土交通省より下記のとおりバスの検査に当たっては適切な基準適合性

の判断を行うよう通知がありましたのでお知らせします。 

１．自動車検査証の備考欄への「高速道路等において運行しない自動車として保安基準に適合」

の記載について 

  次の（１）のバスにあっては、各関係者において（２）の措置がなされるよう、お願いします。 

 （１）次の全てに該当するバス 

  ①自動車検査証の備考欄に「高速道路等において運行しない自動車として保安基準に適合」の

記載のないもの 

  ②昭和６２年９月１日（輸入された自動車にあっては昭和６３年４月１日）以降に製作された

もの 

  ③その他の座席に座席ベルトを備えていないもの 

   （その他の座席：運転者席及びこれと並列の座席以外、補助席以外の前向き座席） 

 （２）関係者における措置 

  ①バス使用者について 

 継続検査又は構造等変更検査（以下「継続検査等」という。）の際はもとより、可能な限り

定期点検整備等のあらゆる機会を利用して、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車

検査登録事務所に自動車検査証及び申請書を提出して自動車検査証の備考欄に「高速道路等に

おいて運行しない自動車として保安基準に適合」の記載を受けること。 

   また、高速道路等を運行しないバスの継続検査等を行う際は、整備事業者又は運輸支局等に

その旨を申告すること。 

    ※申請書は、指導課に用意してあります。また、振興会ホームページの会員ページからもダウ 

ンロードできます。 

  ②指定自動車整備事業者について 

  次の措置を講じるよう努めること。 

  イ：保安基準適合証及び保安基準適合証（控）の余白部分に「座席ベルトなし」等その他の座

席に座席ベルトを備えていない旨を記載して、原則として、使用の本拠の位置を管轄する

運輸支局等に継続検査の申請を行い、自動車検査証への記載を受けること。 

ロ：保安基準適合証を使用者に交付して、使用者自ら継続検査の申請を行う場合は、自動車検

査証の備考欄に「高速道路等において運行しない自動車として保安基準に適合」の記載を

受ける必要があること、また、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に申請するよう使

用者に説明すること。 

ハ：指定整備記録簿への「座席ベルトなし」等その他の座席に座席ベルトを備えていない旨の

記載は必要ないものとする。 

 

２．自動車検査証に記載のある自動車に係る取扱い 

  自動車検査証に本取扱いによる記載のあるバスに係る以下の事項について、各種機会を通じて

関係各位に周知をお願いします。 

（１）乗車定員欄に括弧書きのあるバスの立席は、高速道路等では使用することができないこと。 

（２）備考欄に「高速道路等を運行しない自動車として保安基準に適合」との記載があるバスは、 

 高速道路等を運行できないこと。 

 
 

バスのシートベルト設置に係わる基準適合性の検査について 



 
 

 このたび、国土交通省から９～１０月の２ヶ月間を強化月間として、「自動車点検整備推進運動」

を全国的に展開する旨の通知がありましたのでお知らせ致します。 

 

実施細目 

地方で開催するイベ

ントへの支援等 

a) 展示コーナーで使用する、新品部品と使用し、劣化した部品

のサンプルを提供する。 

b) 点検・整備を怠った場合の危険性や経済的負担を交えなが

ら、確実な点検・整備の必要性や重要性を訴えていく。 

c) 高車齢自動車の使用者に対しては、部品の劣化や摩耗による

トラブル防止のため点検・整備の必要性を周知するよう努め

る。 

d) 自動車関係団体により、点検・整備に関する啓発のためのブ

ースを展開する。 

e) 重要項目に留意した内容を取り入れる。 

チラシの配布 a) 整備工場等に備え置き、自動車使用者等に広報する。特に定

期点検未実施の自動車使用者等に対しては、定期点検・整備

の実施の呼びかけるとともに、高車齢自動車の使用者に対し

ては、部品の劣化や摩耗によるトラブル防止のため点検・整

備の必要性を周知させるよう努める。 

b) マイカー点検教室を活用し、受講者に広報する。 

ポスターの掲示 自動車整備振興会及びマイカー点検教室を訪れる自動車使用者

等の目に付きやすい箇所に掲示する。 

マイカー点検教室等

の開催 

自動車整備振興会では、マイカー点検教室等を開催し、点検・

整備に関する実技講習や無料点検、マイカー相談を実施して、

自動車使用者の保守管理意識の高揚を図る。 

その際、点検・整備を怠った場合の危険性や経済的負担を交え

ながら、確実な点検・整備の必要性や重要性を訴えていく。 

特に、高車齢自動車の使用者に対しては、部品の劣化や摩耗に

よるトラブル防止のため点検・整備の必要性を周知させるよう

努める。 

また、大型自動車ユーザー（バスや大型トラックの使用者）に

も間口を広げるよう検討する。 

マスコミ等による 

広報 

a) ラジオ、新聞等により、点検・整備の確実な実施の励行等に

ついて呼びかける。 

b) 上記、a)において点検・整備を怠った場合の危険性や経済的

負担を交えながら、確実な点検・整備の必要性や重要性を訴

えていく。 

はがき等の郵送 整備工場では、定期点検の実施時期の近づいた自動車使用者に

対して、定期点検・整備の実施について呼びかける。 

 

 

 

 

 

自動車点検推進運動について 



 

 

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、検査結果は次のとおりです。 

※南巨摩南支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

◇日 時  平成２１年７月２３日（木）１６：００～ 

◇場 所  振興会 会議室 

◇出席者  清水委員長、渡辺副委員長、五味委員、麻川委員、稲葉委員、 

保坂委員、高部委員、堀田委員、大村委員、 

大塚悦郎先生（大塚マネジメントリサーチ代表） 

斉木専務理事、保坂常務理事、山下総括、塩島課長代理、飯島 

◇会議事項 

  （１）入庫促進、来店頻度の向上について 

     入庫促進具体的実施方策の検討 

   （２）代車関連資料の作成について 

   （３）事業場の環境対策の促進について 

   （４）その他 

 

 

 
 

経営委員会では、「代車ご使用にあたってのお願い」サンプルを作成致しました。 

各事業場において文言等を修正し、自社にあった内容でご活用をお願いします。 

（振興会ホームページ 会員ページからダウンロードできます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 実施場所 参 加 者 摘 要 

７月９日（木） 

１３:３０～ 

１６:００ 

 

 

 

南部町福士 

（地方整備

局敷地内） 

運輸支局      ４名 

独立行政法人   ２名 

南巨摩南支部    ６名 

振興会         ２名 

軽検協      １名 

総検査車両数   １１０台 

不良車両数        ９台 

内整備命令      ０台 

口頭警告        ９台 

車検切れ         ０台 

街頭検査実施結果について 

経営委員会が開催されました 

代車関連資料（お願い文サンプル）について 



サンプル 

  

 

  

 

☆ 貴重品などは必ずお持ち帰り下さい。 

☆ 不正改造車は点検・整備・修理等はお受けいたしかねます。 

 

 

☆ 交通法規を遵守した運転をお願い致します 

☆ 駐車違反等の違反行為があった場合（反則金の支払いなど）は、全てご利用中の 

お客様の責任とさせて頂きます。代車の返却の際に必ず申し出て下さい。 

☆ 代車を他人へは貸し出しはしないで下さい。 

☆ ご使用中に車両の不具合にお気づきの場合は、早急に当社までご連絡をお願い 

致します。 

☆ 使用になりましただけの燃料の補給をお願いします。 

☆ 車内禁煙にご協力下さい。 

            

 

☆ 事故の大小に関わらず必ず警察に届けた上で、当社までご一報下さい。 

☆ 当車両は保険に加入しておりますが、貸し出し中の車両の損害につきまして、 

修復に要する費用は、お客様にご負担頂いております。 

☆ お客様ご契約の自動車保険（他車運転特約）がご利用できる場合がございます 

ので、ご自身の自動車保険を念のためご確認下さい。 

保 険 内 容      対   人：       円 

     対   物：       円 

     搭乗者障害：       円 

                       人身障害  ：       円 

 

 

  

 
 
 
 
 

お預かりするお車について 

代車について 

万一事故にあわれた場合 

 

AMS

ＡｕｔｏｍｏｂｉｌｅＭａｉｎｔｅｎａｎｃｅＳｅｒｖｉｃｅ



 
 

◇日 時  平成２１年６月２６日(金) １５：３０ 

◇場 所  振興会大講堂 

◇来  賓    関東運輸局山梨運輸支局          春原支局長 

             〃               石原首席陸運技術専門官 

                〃               遠藤陸運技術専門官 

                〃               渡辺陸運技術専門官 

           軽自動車検査協会山梨事務所   窪田所長 

◇協議事項 

（１）平成２０年度事業報告の承認について 

（２）平成２０年度決算報告の承認について 

    一括審議し原案どおり承認されました。 

（３） 報告事項 

新役員紹介 

（４） 平成２１年度事業計画（案）の承認について 

（５） 平成２１年度収支予算（案）の承認について 

           一括審議し原案どおり承認されました。 

（６） その他 

 
指定整備事業協議会  役員名簿     

 平成２１年６月 

  委 員 名 事  業  場  名 備  考 

会 長 雨宮 正寛 雨宮自動車興業(株) 峡東地区 

副会長 宮坂  清 (有)宮坂自動車 峡北地区 

副会長 榎原 進治 関東三菱自動車販売(株) 販売店(軽) 

監 事 清水 富雄 (有)清水自動車 南アルプス地区 

監 事 佐藤 善治 丸善自動車工業(株) 峡南地区 

委 員 田口  久 三友自動車工業(有) 甲府地区 

委 員 大木 則雄 (有)大木自動車 甲府地区 

委 員 義見 賢次 
日産プリンス山梨販売(株) 

昭和釜無工業団地店 
峡中地区 

委 員 渡辺 正幸 (有)渡辺自動車 岳麓地区 

委 員 福田 八郎 山梨中央自動車(株) 東部地区 

委 員 小池  清 山梨日野自動車(株) 販売店(大型) 

委 員 花輪 豊彦 ネッツトヨタ山梨(株) 販売店(小型) 

委 員 上野 武 上野車輌(株) 振興会 

委 員 稲葉 文彦 (株)稲葉工業 振興会 

委 員 山下 英男 山下自動車(株) 振興会 

幹 事 斉木 重夫 (社)山梨県自動車整備振興会 振興会 

幹 事 保坂 明夫 (社)山梨県自動車整備振興会 振興会 

 

 

 

 

 

指定整備事業協議会全体会議が開催されました 



 

 

 

【経営委員会】 

 
環境にやさしい自動車整備業界として、産業廃棄物は処理業者と委託契約し適正処理を積極的に推

進しましょう。 

 

 
 
 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物引取業者の紹介 

回収品目：ＬＬＣ、汚泥、廃油、オイルエレメント、鉄くず、廃プラ、ガラス 

（株）群桐産業（ぐんとう） 

（本社）群馬県太田市 

℡ ０２７７－７８－２４７９ 

エバークリーン（株） 

（本社）千葉県野田市 

℡ ０４－７１２１－７７２０ 

（支店・営業所）神奈川県平塚市 

℡ ０４６３－５４－０００３ 
（株）古屋興業 

（本社）山梨県山梨市 

℡ ０５５３－２２－５４６６ 

回収品目：ＬＬＣ、汚泥、廃油、オイルエレメント、※溶剤（廃シンナー等）、 

天星製油（株）（てんぼし） 

（本社）静岡県浜松市 

℡ ０５３－４３４－１１１１ 

※溶剤（廃シンナー等）の回収なし 

回収品目：ＬＬＣ、汚泥、廃油 

鶴見油化工業（株）（つるみ） 

（本社）神奈川県横浜市 

℡ ０４５－５０１－５７３３ 

（支店・営業所）南アルプス市寺部 

℡ ０５５－２８４－０５８５ 

長野喜楽鉱業（株）（きらく） 

（本社）長野県塩尻市 

℡ ０２６３－８６－０８９１ 



 

 

 

◇日 時  平成２１年７月８日（水）１５：００ 

◇場 所  振興会 会議室 

◇出席者  羽田委員長、渡辺副委員長、 

        笹本委員、樋口委員、大久保委員、藤井委員 

        事務局：斉木専務、保坂常務、山下総括、 組澤 

◇会議事項 

（１）教育委員会規約等の確認について 

（２）本年度の教育委員会取り組み事項について 

   ①第１７回全日本自動車整備技能競技大会について 

期 日  平成２１年１１月２１日（土） 

場 所  東京ビックサイト 

   ②教育関係事業（研修、講習等）の進捗状況並びに今後の予定について 

      ③自動車検査員実践講座、第１１３期技術講習、低圧電気取扱特別講習、ＣＮＧ自動車

講習等について報告 

（３）その他 

 

 

 

 

平成２１年度第１回自動車整備士技能登録試験（平成２１年１０月４日（日）実施）を受験す

る者を対象とした標記講座を下記の日程等により行いますので、受講をお勧めします。 

 

◇ 種  目  ２級ガソリン自動車   ３級自動車ガソリン・エンジン 

◇ 研 修 日   

 

 

 

◇ 講習内容  過去に実施された検定・登録試験の問題をもとに、出題の傾向と対策を 

研究学習 

◇ 使用教材  当振興会で作成した問題及び過去に実施した検定・登録試験問題等 

                   ※下記のテキストは、必ず各自で持参して下さい。 

◆２級ガソリン自動車 

✎２級ガソリンエンジン・シャシ編 法令教材 

◆３級自動車ガソリン・エンジン 

✎３級ガソリンエンジン編 基礎自動車工学 法令教材 

◇ 受 講 料  ２級、３級・・・１５,０００円（資料代含む） 

         （申込後の未受講において、受講料の返金は出来ませんのでご了承下さい。） 

◇ 受付期間  ８月３月（月）～８月３１日（月） 

◇ 申込方法  申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ（http://www.

ams.or.jp/index2.html）の「会員ページ」からもダウンロードできます。必

要事項を記入の上、受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

 

 

 

第１日 ９月１５日（火） ９:００～１６:００ 

第２日 ９月１６日（水） １０:００～１６:００ 

第３日 ９月１８日（金） ９:００～１６:００ 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 

教育委員会が開催されました 



 

 

平成２１年度の標記研修を次により開催致します。 

なお、各事業場には事前に通知しますので、必ず受講されますようお願い致します。 

◇ 研 修対象者  各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 

◇ 研 修 場 所  振興会教室・実習場 

◇ 研修担当講師  各ディ－ラ－技術担当者 

◇ 研 修 内 容  （学科）①新機構・新装置について 

               （実習）①電子制御式ブレーキ及びボディー電装品の構造・機能と 

                 故障診断 

◇ 受 講 料   ６,５００円（学科編、実習編テキスト代を含む） 

◇ 研 修 時 間   受付 ９：００～ ９：３０ 

             研修 ９：３０～１７：００ 

◇ 研 修 日 程    下表を参照して下さい 

             なお、技術研修（二輪）の受講を希望する方は、８月３１日（月）まで

に振興会指導・教育部門までご連絡をお願いします。 

 

 

担当 

回数 月 日 曜日 該当支部 

受講 

予定 

者数 
実技 

学科 

（小型） 
学科（大型）

南巨摩北 
１ ９月１０日 木 

南アルプス北 
４５ トヨタ トヨタ いすゞ 

２ ９月１７日 木 岳麓① ５０ ホンダ ホンダ 日産ディーゼル 

岳麓② 
３ １０月 ８日 木 

大 月 
４５ スズキ スズキ 日野 

４ １０月１５日 木 東八① ５０ トヨタ トヨタ 三菱ふそう 

峡 北 
５ １０月２２日 木 

都 留 
５０ 日産 日産 いすゞ 

甲府西 
６ １１月 ５日 木 

上野原 
５０ マツダ マツダ 日産ディーゼル 

７ １１月１２日 木 甲府南① ５０ トヨタ トヨタ 三菱ふそう 

甲府南② 
８ １１月１９日 木 

市 川 
５０ ホンダ ホンダ 日野 

甲府北 
９ １２月 ３日 木 

甲府東 
４５ 日産 日産 いすゞ 

南アルプス南 
１０ １２月１０日 木 

塩 山 
５０ スバル スバル 日産ディーゼル

１１ １月１４日 木 二 輪  二輪 二輪  

日下部 
１２ １月２１日 木 

南巨摩南 
４０ ダイハツ ダイハツ 三菱ふそう 

韮 崎 
１３ ２月１２日 金 

東八② 
４５ トヨタ トヨタ 日産ディーゼル

１４ ２月１８日 木 その他 ２０ 三菱 三菱 日野 

平成２１年度整備主任者（技術）研修の開催について 



 

 

 

◇ 募集種目 

       二級ガソリン ・ 三級ガソリン  

◇ 募集人員 

種目 募集人員数 

二級ガソリン ２５ 

三級ガソリン ２５ 

（募集人員１０人未満の場合は開講しない場合があります。） 

◇ 受講申込み 

    ①申込期間       ９月１日（火）～９月３０日（水） 

    ②受講申込み方法  受講希望者は受講申請書（教育課窓口にあります）に必要事項を記入の 

うえ、受講料を添えてお申し込み下さい。 

◇ 受講料 

種目   受講料 (円) 備記 

会員 ５７，０００
二級ガソリン 

会員外 ８２，０００

会員 ５７，０００
三級ガソリン 

会員外 ８２，０００

受講料には、テキスト代・資料代

を含みます。 

 

◇ 講習日程 

①二級ガソリン・三級ガソリン   

月 日（曜日） 

１０月 １３日（火） ２０日（火） ２７日（火）   

１１月 ４日（水） １０日（火） １７日（火） ２４日（火） ２６日（木） 

１２月 １日（火） ８日（火） １５日（火） ２２日（火）  

１月 １２日（火） １９日（火） ２６日（火）   

２月 ９日（火） １３日（土） １６日（火） ２０日（土） ２３日（火） 

                           ☆講習日は、都合により変更する場合があります。    

③開講式（全課程）平成２１年１０月１３日（火） （講習開始初日に行います。） 

修了式     平成２２年 ３月１１日（木） 

④講習時間    ９：２０～１６：００  １日間 ６時限 

 

◇ 受講資格（実務経験は講習修了日までとする） 

二級ガソリン 

三級の技能検定に合格した者で技能検定合格の日から自動車の整備

作業に関して３年以上の実務経験を有する者 

（大学機械科卒１．５年、高校機械科卒２．０年） 

三級ガソリン 
自動車の整備作業に関して、１年以上の実務経験を有する者 

（大学機械科卒０．５年、高校機械科卒０．５年） 

 

 

 

 

 

 

第１１４期技術講習所受講生募集案内 



◇ その他 

    ①本講習は検定試験の実技試験免除の講習です。 

    ②受講者は、白色作業服を着用していただきます。 

    ③デジタルサーキットテスタをご用意下さい（ポケット型は不可） 

    ※自動車整備商工組合購販課で下記の物を取り扱っています。  

☆ 白色作業服 ３，０４５円（Ｓ～３Ｌまで）  

３，２５５円（４Ｌ～ＢＸＬ）  

☆ デジタル サーキットテスタ ７，０００円 

 

お問い合せは、下記にお願いします。 

（社）山梨県自動車整備振興会 教育課 Ｔｅｌ ０５５－２６２－４４２２ Ｆａｘ ０５５－２６３－４４２０ 

 

 


